
老人週間における市立施設入館料の減免について 

 

保健福祉部介護福祉課 

 

目 的 

老人の日、老人週間の目的である「国民の間に広く老人の福祉について関心と

理解を深める」「老人自らが生活の向上に努める意欲を促す」に取り組むきっか

けのひとつとして実施します。 

期 間 令和５年９月１５日（金）から２１日（木）までの１週間（老人週間） 

対 象 

施 設 

次の入館料を無料にします。 

施設名 入館料（大人・個人） 

石巻市博物館 300円 

石ノ森萬画館 900円 

雄勝硯伝統産業会館 200円 

おしかホエールランド 400円 

石巻市震災遺構門脇小学校 600円 
 

対象者 
６５歳以上で住所を石巻市に有する方 

※入館日に６５歳以上である方で、入館日に石巻市に住民登録のある方 

確 認 

手 法 

受付に年齢及び住所の確認できる書類を提示していただきます。 

（例）マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証 等 

留 意 

事 項 

・同伴される方で無料対象外の方は入館料が必要です。 

・一部、特別展・企画展は入館料が必要です。 

・館内案内等は料金がかかることがあります。 

老人の日 

老人週間 

について 

敬老の日：９月の第３月曜日 （令和５年度は９月１８日） 

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う祝日。 

（国民の祝日に関する法律） 

老人の日：９月１５日 

老人週間：９月１５日から２１日までの１週間 

国民の間に広く老人の福祉について関心と理解を深める 

老人自らが生活の向上に努める意欲を促す 

という二つの目的のために設けられている。（老人福祉法第５条第１項） 

 


